
【市の役割】
①新型インフルエンザに関する情報を収集し、市民への迅速な情報提供。
②新型インフルエンザの発生段階に応じて、市民、学校や社会福祉の通所施設および一般の事業所に対して必
　要な要請を行い、感染拡大の防止およびまん延防止。
③新型インフルエンザの患者が近隣の県で確認された場合には、社会的弱者を支援（見回り、受診の手助け、食
　事提供等）。
④県および保健医療機関などと緊密な連携をとって、発生段階に応じた適切な医療体制の実施。
⑤社会・経済機能の維持に関わる事業者と連携・協力して、本市における社会・経済機能の維持。
⑥埋火葬の円滑な実施および一時的に遺体を安置できる施設などの計画的な対応。

【市民の皆さんの役割】
　国・県および市の広報や報道に関心を持ち、新型インフルエンザに関する正しい知識を得て、手洗い・うがいの励
行、人混みでのマスク着用、予防接種などの適切な個人予防策を身につけることが求められます。
　また、新型インフルエンザ発生に備えて食料品、生活必需品などを備蓄することや、国内発生後の外出自粛などの
社会活動の制限に対して協力し、冷静に対処することが求められます。新型インフルエンザの国内発生時には、感染し
た患者などの人権を損なうことのないよう注意しなければなりません。

※「大村市新型インフルエンザ対対策行動計画」は市のホームページでご覧いただけます。

◆新型インフルエンザ対策の役割
市では、国・県との連携を密接に図りながら次のことをすすめていきます。

■大村市新型インフルエンザ対策本部　国保けんこう課内（内線140）
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「大村市新型インフルエンザ対策行動計画」を
策定しました。
　市では、新型インフルエンザの脅威から市民の健康を守り、安全安心を
確保するため、国および県の行動計画に基づき、現時点において想定され
る状況について基本的行動の方針を定めた「大村市新型インフルエンザ
対策行動計画」を策定しました。
　今後、国および県の行動計画の改定、新たな情報の入手、状況の変化
などに応じられるよう、早期に関係機関と連携できるよう、具体的な対応マ
ニュアルを策定します。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

国
内
感
染
発
生
！

感
染
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、す
ぐ
に
医

療
機
関
を
受
診
せ
ず
、ま
ず
、下
記
の
相
談

窓
口
に
電
話
を
！

県
央
保
健
所　

☎
㉖
3
3
0
4（
9
時
〜
17
時
）

県
の
相
談
窓
口　

☎
0
9
5

̶

8
9
5

̶

2
0
4
6

（
24
時
間
対
応
可
）

市　

役　

所　

☎
53
4
1
1
1

医
療
機
関
に
出
向
く
こ
と
で
、感
染
を
広
げ
る
危
険

性
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
協
力
く
だ
さ
い
。

日
頃
か
ら
、う
が
い
、手
洗
い
、マ
ス
ク

の
着
用
を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

広報おおむら 2009 年 6 月号 6




